
請求書ひな形の変更について 
 

 

新たな契約方法への移行に伴い、請求書が下記のとおり変更となります。 

また、料金の一部につきましては、消費税の課税関係が変わりますので、ご了

承くださいますようお願いいたします。 

 

（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○センター業務委託料【適格請求書（インボイス）】と会員業務委託料【非適 

格請求書】を 1枚にまとめた請求書となります。 

 

○本来であれば会員が「会員業務委託料に係るインボイス」を交付する立場に 

なりますが、会員は基本的に年間の課税売上高が 1,000 万円以下の「消費税 

免税事業者」であるためインボイスを発行することができません。 

 

○非適格請求書分である会員業務委託料につきましては、適格請求書と誤認さ 

れる可能性があるため、消費税額等は記載できません。 

適格請求書

インボイス 

非適格請求書 
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